
公益財団法人 はまぎん産業文化振興財団 〒220-8611 横浜市西区みなとみらい3-1-1
TEL.  045-225-2171   Mail. scholarship＠yokohama-viamare.or.jp
URL.  https://yokohama-viamare.or.jp ※お問い合わせはEメールにてお願いいたします。

後 援 横浜銀行、神奈川県、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、
川崎市教育委員会、横須賀市教育委員会

お問い合わせ先

1人につき最大300万円
※留学先については、別途条件があります。詳細は、募集要項をご確認ください。

① 外国における正規の後期中等教育機関
　（日本の高等学校に相当するもの）への概ね1年間の留学
② 2027年7月1日～2028年3月31日の期間に出発するもの

2026年7月1日（水）～9月30日（水）

返済不
要

必着

神奈川県内の高校生を応援します。
募集期間

対象留学

給付金額 募集人数

2名程度

はまぎん財団
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海外留学奨学金
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第5回 



以下の条件をすべて満たす者

応募資格

募 集 要 項

在籍校の校長の推薦を受けている者②

直近の学業成績※にて、「履修した全科目の評定平均値が3.5以上」
であること
※2学期制の場合：前年度後期分の学業成績
 3学期制の場合：１学期分の学業成績

③

国際的な視野と高度な知識・技能の習得に意欲のある者⑤

2026年4月1日時点で、神奈川県内に在住し、
神奈川県内または神奈川県外の高校等※1に在籍している生徒※2、
または神奈川県外に在住して神奈川県内の高校等※1に在籍している生徒※2

（出発日および帰国日において、神奈川県内在住または神奈川県内在学であることが必要）

①

※1 高等学校、中等教育学校（後期課程）
※2 中学3年生が応募する場合は、高校等の在学証明書（写）等を別途確認いたします

2026年7月1日（水）～9月30日（水）募集期間

外部審査委員等による ①書類審査 ②面接（①通過者のみ）選考方法

※1 父母がいる場合は､原則として父母（2名）が生計維持者
※2 源泉徴収票 または 所得証明書における収入金額（控除前）
※3 確定申告書 または 所得証明書における所得金額

世帯の生計維持者※1の年収が下表の基準額以下であること④
給与所得者の世帯
年間給与収入※２

1,166万円2名 893万円

1,113万円3名 879万円

1,250万円4名 892万円

1,334万円5名以上 958万円

給与所得者以外の世帯
年間所得※3

世帯人数

詳細は、ホームページにてご確認をお願いいたします。
https://yokohama-viamare.or.jp/scholarship.html　

必 着

応募方法
応
募
先

必要書類をHPにて
アップロード※
※HPからの応募が難しい場合のみ、
　郵送での応募もお受けします

・アップロード先  https://yokohama-viamare.or.jp/scholarship.html
・郵送先  〒220-8611  横浜市西区みなとみらい3-1-1　　
　　　　 公益財団法人はまぎん産業文化振興財団
　　　　 海外留学奨学金 Voyage 事務局  宛

第5回 高校生向け海外留学奨学金

はまぎん財団


